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第２号様式（第１２条関係） 

 

令和６年度 第２回大和市文化創造拠点等運営審議会 会議要旨 

 

１ 日時      

令和６年８月２２日（木）午後３時００分～５時００分 

 

２ 場所      

大和市文化創造拠点シリウス６階 ６１０大会議室 

 

３ 出席者 

（１）審議会委員 

７名 

（２）市 

ア 事務局 

４名（図書・学び交流課長、図書・学び交流課図書係長ほか２名） 

  イ 関係者 

    ３名（図書・学び交流課学び交流係長、ほいく課保育指導係長、文化振

興課文化振興係担当者） 

４ 傍聴人数   

なし 

 

５ 議題 

  令和５年度指定管理者の評価について 

①指定管理者評価の実施に当たって 

②評価案についての審議及び意見交換 

 

６ 議事要旨   

（１） 開会 

事務局から、大和市文化創造拠点等に係る指定管理者の指定等に関する条

例施行規則第８条第２項に基づき、本審議会を開会することが宣言された。 
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（２）議題 

①指定管理者評価の実施に当たって 

事務局から、令和５年度の指定管理者の評価に当たり、資料に基づき説明

が行われた。 

【質疑応答】 

会 長：今までの事務局からの説明で評価方法及び評価シートの見方につ

いて何かご質問があれば。  

    （質疑なし） 

②評価案についての審議及び意見交換 

【質疑応答及び意見交換】 

  会  長：それではこれより、評価案についての意見交換及び審議に入る。

評価案の内容について資料２に記載してある項目順に審議して

いく。内容が多岐にわたるため、後から気が付いたことについて

は、戻って発言していただいて構わない。資料２の「１．運営組

織に関すること」について、順番にどうぞ。 

委  員：１次評価でＡ評価となっている評価を２次評価案でＳ評価に引き

上げていることについて、妥当だと考える。前回の事業報告の回

にも話したが、職員の育成に関する研修についてはレベルを上げ

てきているのかなと思う。研修内容も良いものである。 

委  員：２次評価案については妥当だと考える。 

委  員：研修について色々と苦労し、工夫しているところは評価できる。

しかし、地震に対する訓練についてもっと充実させるべきだ。大

和市は災害に対して十分に安全な地域柄ではなく、シリウスは子

どもからお年寄りまで幅広い年齢の方が利用される。利用者が参

加した実践的な訓練を実施していくことが大切と考えるためＡ

のままで良い。 

委  員：セルフモニタリングの評価について、１次評価でのＡ評価から２

次評価案でのＳ評価としている点については、総合的にはこれで

良いと考える。しかし、評価理由にもあるように施設間の満足度

に差があることについて、今後はどの施設も一定以上の満足度が

が得られるようにしてほしい。 
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委  員：評価理由も含めて妥当だと考える。しかし、評価理由の表現につ

いて、「満足度の数値が回復する」など、数値にこだわっている

ように伝わるため、ここは「満足度が回復する」「満足度が下が

っている」などの表現の方が良い。 

会  長：評価については妥当と考える。また、この評価シートのどこに書

くことがふさわしいか分からないが、前回の指定管理者からの報

告の中で、カスタマーハラスメントの問題があげられたと思う。

カスタマーハラスメントの対処方法について、指示待ちにならず、

指定管理者の方から前向きに問題意識をもって考えている姿勢と

いうのは大変良いことだと思う。是非今後とも、自ら問題点を見

つけて主体的に解決の努力を行う姿勢を継続することを希望する。 

事 務 局：補足する。防災訓練については、令和５年度実績でいえば訓練対

象とするフロアを絞り、職員が救助役や利用者役に分かれて訓練

を行うなど指定管理者も色々と工夫をしてきている。また、カス

タマーハラスメントについては、令和６年度の内容になってしま

うが、市で行っている研修に指定管理者が出席し、対応について

学ぶ機会もある。 

会  長：承知した。今後も市と問題意識を共有して対応してほしい。 

委  員：カスタマーハラスメントについては記載する項目を特定すること

は難しい。悩むところだ。 

会  長：同意する。これについては、審議が進んでから改めて振り返るこ

ととする。それでは、次の「２．利用者サービスに関すること」

の「（１）ホール関連サービス」に進む。こちらはＡ評価に加え

Ｓ評価もあるが、ご意見いかがか。 

委  員：令和５年度は、新型コロナウイルス状況下からの復興というのが

命題の時期だと思う。この復興時期にふさわしい新たな取組もし

ており、妥当な評価だと考える。 

委  員：評価については妥当と考える。こちらは、１次評価で指定管理者

自身で高く評価している箇所に対し、市も同じ評価をしている。

評価理由により具体的に記載してあることで、市民へ公開される

際に伝わりやすくなっていると考える。 
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委  員：評価については妥当と考える。評価理由にある「幅広い年代、地

域にファンがおり」とあるが、この「ファンがいる」という根拠

はどいうところにあるのか。 

文化振興係：このイベント自体がゲーム音楽を吹奏楽で聞く公演だった。吹

奏楽やクラシックに興味のある方だけでなく、ゲーム好きな方達

にも認知されたイベントであったという意味でこのような記載と

している。 

委  員：気になる件としては「ファン」という言葉の定義である。どのよ

うな状態にあれば「ファン」なのかということを客観的に示せな

いと評価理由に記載するのは難しいのでは、と考える。今頂いた

説明については共感するところであるので、表現の話である。 

事 務 局：表現については評価シートを作成する中で考えていきたい。 

会  長：様々な利用者に向けて文化的な行動を促すような取組が多くなっ

てきていることは評価に値することであり、また、継続してほし

いことだ。 

それでは、付け足す内容があればまた後ほど機会を設ける。次

「（２）図書館間関連サービス」についてご意見があればどうぞ。 

委  員：「サービス提供に関する取組」の１次評価２次評価案ともにＡ評価

としている「様々な利用者（障がい者、高齢者）にとって利用し

やすい環境を提供するための方策がある」について、評価理由で

読書席入替制が触れられているが、その他に配慮が必要な子ども

たちのための「りんごの棚」や、健康情報サービスにおける「認

知症キッズサポーター」に関するイベントなどを付け加えて、一

つ上のＳ評価でも良いと思う。 

会  長：電子図書館について、今急速に普及しているが、インターネット

を通じて膨大な資料にアクセスできる状況である。国立国会図書

館でもあの膨大な資料を個人が閲覧できる。このような世の中の

情勢にあって、大和市が実現しようとしている電子図書館の普及

がどのように関係するのかが見えてこない。大和市独自の電子コ

ンテンツがあるのか。世の中全体の図書資料の電子化と大和市の

電子図書館との関連が今一つというのが少し残念だ。 
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図書係長：補足する。市の電子図書館については令和４年度に大幅に拡充し

た。それ以前は指定管理者の自主事業として、１,２００～１,３

００タイトルに留まっていたが、拡充以降、蔵書タイトル数とし

ては１０倍以上の約２０，０００タイトルとなった。ただ、利用

はそこまで伸びがなかったため、令和６年度の取組となるが、７

月１日から市立小中学校の全生徒に電子図書館ＩＤを付与した。

学校の朝読書などに利用しやすいよう読み放題パックのコンテン

ツもある。通常、図書館の蔵書を授業で利用する際は、先生が事

前に予約し配送してもらう必要があるが、電子化することでより

利用しやすい環境となり、紙と電子それぞれの良さを活用できる

状況となっている。７月の貸出実績を見ると、それまでの約６０

０件から約４,０００件まで増加しており、図書館利用について学

校との連携も深めている。 

  会  長：承知した。今のお話と私の伝えたいこととは、少し位相が異なる。

この話になると議論が少し脇道にそれてしまうのだが、電子図書

館利用に関するリテラシーや、情報活用の可能性についての普及

方法について知りたいところだった。常に色々な文献を検索・活

用する立場にある人間は、これに関するリテラシーを持つことは

割と簡単なことであるが、一般の人にも活用方法が普及するよう

に、例えば「このようにすれば戦前の漫画が閲覧できる」など、

もっと活用の可能性があるのではないかと考えている。評価につ

いてはこれで妥当だ。 

  委  員：先ほどの補足から、学校と深くつながることは良いことだと考え

る。このようなことも評価理由に加えていただきたい。また、多

くの利用者に学校との連携も行っていることを知ってほしいと思

う。 

  会  長：図書館については色々と思いがあるが、先に進める。では、「（３）

学習センター関連サービス」についてご意見あればどうぞ。 

  委  員：市内にある各学習センターを利用するにあたり、機材を利用する

方法がそれぞれ異なるが、利用者が自分で倉庫に取りに行く場合、

倉庫の中が雑然としていて、電気をつけるのも苦労する場合があ
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る。今の評価案だとＳ評価とＡ評価が並んでおり、全く問題がな

いように感じてしまう。評価理由の中で、それぞれの学習センタ

ー間で利用者の利用しやすさに差が出ないような文言を付け足し

てほしい。利用サービスの満足度においては、万事オーケーとい

うことではないと思っている。 

  会  長：そうすると、「サービス提供に関する取組」について、Ｓ評価じゃ

なくても良い、と。 

  委  員：それは「民間のノウハウを生かした利用者の満足度を高めるため

の具体的な取組があること」であるので、どこに当てはまるかと

いうと難しいところではある。 

会  長：その下の「様々な利用者（障がい者、高齢者）にとって利用しや

すい環境を提供するための方策がある」にも当てはまる様に思う。 

委  員：同意する。 

会  長：他に。 

  委  員：学習センターはそれぞれの地域の方の利用が多く、直営時にはそ

れぞれ独立しているイメージがあった。近場の学習センターだけ

でなく市内であればどこの学習センターでも利用する方がいられ

ることを前提に環境を整える、ということを課題のような形で審

議会の意見として加筆するのはどうか。地域を超えて必ずしも統

一的な内容にする必要はないが、どの地域の利用者も使いやすい

ように整備していくという内容である。 

  委  員：そういう形で扱うのも一つ方法であると思う。 

  会  長：より良い運営のため、指定管理者と市と、そして我々も少しお手

伝いをするという意味でこの会がある。このような建設的な意見

は残していきたい。 

       では、続いて「（４）屋内こども広場関連サービス」についてご意

見をどうぞ。 

  委  員：評価については妥当と考える。評価理由について、「広報活動によ

り、潜在ニーズを汲み取る仕組み」というは、どのような意図な

のか。 

  保育指導係長：保育相談について、保育所とつながりのない小さなお子様を
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持った保護者に対する相談機会の提供が子育て支援施設への潜在

的なニーズとしてあると考えているため、そのようなニーズを汲

み取って、利用しやすい施設とするという意味で、このように記

載している。 

  委  員：「潜在ニーズを汲み取る」というと何か調査をして「新しいニーズ

を掘り起こす」というように受け取れるところもあるため、潜在

ニーズに「訴求する」や「アプローチする」という表現の方がわ

かりやすいのではと思う。一つの意見だ。 

  会  長：審議会意見だけでなく、今後は２次評価案の評価理由も変更する

可能性はあるのか。 

  事 務 局：ある。評価自体を変更することもある。 

  会  長：承知した。また何かあればその時に。では、次の「（５）共通事項」

についてご意見どうぞ。小田急電鉄と提携している記述があるが。 

  委  員：広報誌「ＹＡＭＡＴＯＭＩＲＡＩ」について各駅に配架してある

ことは認識しているが、短い時間であるので、それを手にしてい

る人がいるかどうかは確認していない。ただ、民間企業と連携す

ることはなかなか大変なことであるはずだ。小田急もメリットが

なければやらないだろう。他の冊子の方が効果があると思えば受

け入れてもらえない。そのようなことを考えると、ここはＳ評価

でも良いのではとも思ってしまう。しかし、配架しただけで終わ

りではないので、期待を込めてＳ評価と。Ａ評価でも妥当かもし

れないが。 

  事 務 局：こちらでも悩んだところだ。実際の事業レベルでは職場体験、ス

タンプラリー、やまとみらいまつりへの参加など色々と連携して

いる。ただ、ここはあくまで情報発信の項目なので微妙なところ

ではあるが、Ａ評価とした。 

  委  員：世の中の情勢的には「ライン登録者何万人」というような流れが

あるので、具体的な数字として見えてきたらＳ評価というところ

ではないか。例えば、座間市ではライン登録者を出しているので、

色々なツールがある中でそのような流れが妥当なのかと思う。 

  会  長：少し脇道にそれるが、私の地元の広報紙について、駅に配架して
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あるが取る人はまずいない。手に取りたいと思うようなデザイン

であるかということも関係する。利用者の拡大については、指定

管理者の説明からも色々と努力しているようだが、いかがか。劇

場のバックステージツアーなどもかなり人気があるようだ。 

  委  員：「利用者の誘致・拡大に関する取組」に関してはＡ評価が妥当だと

は思うが、先ほどの小田急電鉄との取組について、利用者の拡大

のきっかけづくりになっているのではと思うところもある。１次

評価でもこれに関する記載があるため、こちらの「利用者の誘致・

拡大に関する取組」に当たるのではと思う。ただ、ここに記載す

るのであれば、実施した内容についてもう一言二言付け加えて記

載する必要があると思う。色々な取組をしている中で、具体的な

記載がないのは勿体無いと感じる。 

  会  長：では、「総合評価」について。今までの記載とかぶるところがある

がいかがか。 

  事 務 局：基本的には総合評価は、評価視点を設けて２次評価案の評価理由

を当てはまる総合評価項目（指定管理者評価に関して市で定める

様式）に振り分けたものを記載している。 

  委  員：カスタマーハラスメントについては「要望・苦情への対応」とい

うことになるが、これは総合評価ではどの項目になるのか。「①施

設を利用する人に対し、平等な利用の確保及びサービスの向上が

図られたか」なのか。入れ込むところが難しい。 

  委  員：カスタマーハラスメントについては、運営側の教育の観点だと「１．

運営組織に関すること」の「職員の育成」に入れ込めないことも

ない。利用者サービスではなく、カスタマーハラスメントに対す

る対応方法や知識の習得に関してはこちらになるのだろうか。 

  事 務 局：先ほど説明した市の研修への参加については令和６年度の実施事

項になるため直接的には記載できないが、審議会の意見として市

と連携して研修に当たってほしい旨の記載をすることは可能だ。 

  会  長：承知した。そのような対応で良い。 

  委  員：カスタマーハラスメントについては色々と苦労して対応している

と感じるので、是非意見として入れたい。 
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  事 務 局：「審議会意見」は、市民に公表される評価に直接的に記載されるわ

けではないが、審議会で出た意見はしっかり指定管理者に共有さ

せていただいている。 

  委  員：一つだけ。先ほどの備品管理について。企業では安全衛生という

ことで管理している。備品管理について、整理整頓や安全確保に

ついて記載してほしい。限られたスペースの中でどう対応するか

知恵を絞るのが企業の仕事だ。 

  事 務 局：今の意見は「（３）学習センター関連サービス」の項目への記載で

良いか。 

  委  員：良い。 

  美山会長：総合評価を含め全体を含め何かあるか。 

  事 務 局：「（５）共通事項」の「情報発信に関する取組」と「利用者の誘致・

拡大に関する取組」のところの評価について確認したい。「情報発

信に関する取組」については、広報誌の配架について、小田急電

鉄の協力を得られていることは良い取り組みであるが、実際に効

果が分からないというところと、「利用者の誘致・拡大に関する取

組」については、現在記載してある内容では弱いが、もう少し具

体的な活動を記載することでＳ評価にするか、など方向性につい

て確認したい。 

  委  員：「情報発信に関する取組」についてはＡ評価で良い。先ほどの発言

は期待を込めてのＳ評価という意味で、令和５年度としてはＡ評

価が妥当だ。 

  会  長：相撲でいうところの殊勲賞ではなく敢闘賞というところで。情報

発信については市民に届きやすいよう今後も工夫してほしい。ほ

かに無いようなので、皆様からいただいたご意見を集約し、事務

局でとりまとめたものを一度皆様でご確認いただくことにする。

さらに微調整があれば、最終的には私と事務局の方でまとめさせ

ていただくことで良いか。 

（異論なし） 

会  長：ここでの意見については、事務局から指定管理者へ伝えていただ

くようお願いする。 
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事 務 局：承知した。確定した２次評価をもとに、「指定管理者事業報告概

要及び評価」としてまとめ、市のホームページで公開する。その

際は、委員の皆様にもご連絡させていただく。 

（４）その他 

会  長：この会全般を通じて何かあるか。 

（意見なし） 

   審議終了後、任期満了委員挨拶及び事務局より今後の審議会予定が説明さ

れた。 

（５）閉会 

   会長より、審議会の閉会が宣言された。 

 

７ 会議資料 

・資料１ 指定管理者の評価について 

・資料２ 令和５年度大和市文化創造拠点等評価シート 

 


